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各種試行・取組(施工基準関係)の令和６年度の方針

取組名 内容 令和６年度の方針

品質確保調整会議（業務） 業務着手前、変更事象発生時に、受発注者が現場条件、施工計画、
業務工程等について、総合的に確認・調整するため、受発注者の責
任者が参加する会議

原則全件
※設計変更協議会、三者会議、三者連絡会
を統合

業務書類削減の取組 外業のある業務を対象に「週間工程表」を作成し、旬報と休日調査
業務通知書の提出を不要とする

外業のある業務（土質調査、測量、
発注者支援、水中部施工状況確認
補助等）
※標準化

現場環境改善の取組 「依頼日・時間及び期限に関すること」「会議・打合せに関すること」
「業務時間外の連絡に関すること」を設け、現場環境改善に努める

全業務

クイックレスポンス（業務） 業務実施で発生する諸問題への迅速な対応の実現 標準化

業務におけるテレビ・web
による打合せ・検査

業務の打合せと検査の要領を規定。受注者の移動時間の削減によ
る働き方改革と接触減による新型コロナの感染拡大防止を図る

標準化

遠隔臨場 港湾の測量・調査現場において「立会」を必要とする作業に遠隔臨
場を導入

令和５年度より試行開始

オンライン電子納品 電子媒体で納品されていた納品物を、工事・業務帳票管理システム
経由でクラウド上に、直接保存

標準化
※オンラインによる納品が出来ない場合は、
電子媒体で納品ができる。

BIM/CIMクラウドの試験
運用開始

調査、設計、施工、維持管理までの３次元モデルを、受発注者間に
おいてクラウド上で共有するとともに、閲覧機能を付与した
「BIM/CIMクラウド」の試験運用を令和６年度から開始

全業務

BIM/CIM適用（業務） 新規及び大規模プロジェクト、改良事業の設計等業務（原則は細部・
実施設計）に適用。
※但し、3次元モデルの活用が見込めない業務、構造検討に至らない設計等は除
く。

原則適用

1※赤字は令和6年度新規または変更箇所、青字は中国地整独自の取組



令和６年度直轄事業の実施に当たっては、新担い手３法を踏まえつつ、「働き方改革」、
「担い手の育成・確保」、「生産性の向上」の３本柱を中心に取り組みを推進。

令和６年度直轄事業の実施に向けた取り組み

①働き方改革 ③生産性の向上②担い手育成・確保

○業務書類の削減

○業務帳票管理システムの運用

○工事及び業務の現場環境改善の取

組

○品質確保調整会議の適切な運用

○契約変更事務ガイドラインを活用

した適切な設計変更

○ BIM/CIMクラウドの試験運

用の開始

○業務におけるテレビ・webに
よる打合せ・検査

○測量・調査現場における遠隔

臨場の試行
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(1)働き方改革

業務書類の削減
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(1)働き方改革

業務帳票管理システムの運用



(1)働き方改革

工事及び業務の現場環境改善の取組
新規
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(2)担い手の育成･確保

業務品質確保調整会議の適切な運用
継続

着手前や設計変更事象発生時等において､受発注者が履行条件､工程等について総合的に確認･調整し､円
滑な業務の実施や品質の確保を図るため､令和2年度より受発注者の責任者も参加する「業務品質確保調
整会議」を設置。
令和５年度から、工事品質確保調整会議に各種会議内容を統合し、内容に応じて参加者を追加可能とするこ
とで、効率的な会議開催と意思決定の迅速化を図った。
引き続き、適切な運用に努める。

発
注
準
備

入
札
・
契
約

適正履行期間
の設定

条件明示の徹底

品
質
確
保
調
整
会
議

業
務
の
実
施

設
計
変
更
事
象
発
生

完
了
検
査

着手前 履行中 完了

※当会議は、会議内容に応じて、下請者、設計者、土質調査者を参
加させることが可能となる。

複数回開催可能

契
約
の
変
更

【品質確保調整会議の開催例】

品
質
確
保
調
整
会
議
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発注者 受注者 下請者 設計者
土質

調査者

設計確認 ○ ○ ○ ○※2

工程確認 ○ ○ ○※1

着工時 ○ ○ ○

設計変更 ○ ○ ○※1

完成時 ○ ○ ○

※1 会議内容に応じて、参加者を適宜変更し開催。

会議内容に応じた参加者の基本組合せ会議の開催は､業務着手前､契約変更前及び受注者の
要請により開催 (必要に応じて複数回開催可能)

※2 土質調査者は「設計業務」のみ参加
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(2)担い手の育成･確保

契約変更事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（業務）の活用
｢新･担い手３法｣や改正労働基準法に基づく時間外労働の上限規制より、これまで以上に設計変更や受発注
者間協議の重要性が高まっていることを受け、令和5年3月には、業務版の契約変更事務ガイドラインを改
定。
引き続き契約変更事務ガイドライン（業務）を活用し、適切な契約変更に努める。

◆旧ガイドラインの課題

① 文章・構成の再整理による見やすさ向上
・ポイントをおさえた文章への修正や全体の構成見直し
・工事版に準拠した記載の充実

② 設計変更事例の見やすさと検索性の向上
・掲載事例の選別（類似事例の集約）
・業務種別毎に一覧表を整理

④ 設計変更するための主なポイントの整理
・R4.3月に改定した｢港湾工事の契約変更事務ガイドライン｣を参
考に、設計変更に必要なポイントを整理

・設計変更に至らなかった事例、意見を参考に、設計変更に関す
る質問･回答集を追加

・見積参考資料、打合せ記録簿は協議対象とならないことや契約
書の条項に該当する事由等を追記

③ 各種関連取組との整合
・｢品質確保調整会議｣のほか、設計変更に関連する各種取組の内
容を踏まえた記載の充実

⑤ 発注段階における留意事項の整理
・適切な設計変更のために、発注段階において留意が必要な事項
を整理

・条件、数量等の明示や契約後に変更が生じる可能性の明示等、
円滑な設計変更に繋がる設計図書の記載例・事例を追加

◆新ガイドラインの改定ポイント

① 使いやすさの向上(1)
・記載が各所に点在している。
・工事版に比べ、補足や解説の記載が少ない。

② 使いやすさの向上(2)
・設計変更事例の拡充を図ってきたが、事例数が多くなり煩雑に
なっている。

④ 協議に向けた受発注者間での認識の共有
・適切な設計変更のため、受発注者双方で認識を共有する必要が
ある事項を具体的に明示する必要がある。

③ 設計変更に係る環境の変化への対応
・品質確保調整会議における協議や適正な履行期間の重要性の高
まりを踏まえた内容とする必要がある。

⑤ 設計変更における課題への対応
・設計図書の記載不足により、設計変更に繋げられない。

継続
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(3)生産性の向上

BIM/CIMクラウドの試験運用の開始
新規

調査、設計、施工、維持管理までの３次元モデルを、各事業者や受発注者間においてクラウド上で共有すると
ともに、ソフトウェアに依存しない閲覧機能を付与した「BIM/CIMクラウド」の試験運用を令和６年度から開
始する。
WEBやDXツールの利用を想定し、品質・出来形等のデータ共有場所とすることで、デジタル化の推進を図る。

項目

（活用時点）

①データの共有

（業務・工事契約後）

②3次元モデルの閲覧

（履行・施工期間中）

③受注者による属性情報の登録と、
発注者による属性情報の確認

（履行・施工期間中）

発注者
・BIM/CIM対象工事・業務のデータを登録
・プロジェクト情報、ユーザー情報等の登録 ・クラウド内の3次元モデル（IFC・J-

LandXML）を閲覧

・受注者が登録した施工中の品質管理デー
タなどの属性情報を確認

受注者 ・発注者が保管したデータの検索・取出し
・属性情報の登録を行う（施工中の出来形・
品質管理データの登録等）

データ取出

データ登録

港湾整備BIM/CIMクラウド

BIM/CIM
モデル

調査

測量結果
地盤調査結果

設計

設計モデル

施工

施工記録
出来形情報

維持管理

補修履歴
点検履歴

受注者

作業中でのデータ更新・加工・利用

各種情報の共有
（共有システムの構築等）

施工管理システム

自動・自律化

一元管理システム

完了業務・完成工事のデータを登録
（電子納品データを活用）

BIM/CIMフォルダ

・3次元モデル
標準形式（IFC, J-Landxml）
オリジナル形式

・案件名
・モデル情報
・属性情報

発注者

令和６年度試験運用内容（予定）
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(3)生産性の向上

業務におけるテレビ・webによる打合せ・検査



【目的】
・受発注者間の打合せ・検査に伴う移動時間などが、時間の効率的な活用､業務の効率化を阻害し、働き方改革の障害
になっていることから、移動時間の削減等による働き方改革を推進させるとともに、移動及び対面の打合せ等の削減を
目的として、業務におけるテレビ・web による打合せ・検査（以下、「テレビ会議等」）を実施する。

10

(3)生産性の向上

測量・調査現場における遠隔臨場の試行 継続


